
経済産業省からの指導について 

 

２０２５年１２月２日 

関西電力送配電株式会社 

 

 当社のグループ会社である株式会社かんでんエンジニアリングにおい

て、工事の警備費用に関して不適切な対応があったことが、コンプライア

ンス相談窓口への通報を契機に判明し、当社は、経済産業省から電気事業

法※に基づく報告徴収を受領しました。 

 

その後、当社は、本事案の発生原因、再発防止策、子会社における発注・

契約の運営体制、法令等遵守の観点から懸念がある他の類似事案の有無等

について取りまとめ、経済産業省に報告しました。 
 
※電気事業法第１０６条第３項 

   （２０２５年１０月２４日、１１月２１日お知らせ済み） 

 

当社は本日、同省より当該報告を踏まえ、再発防止策の速やかな実施、

類似事案を含めた不適切事案等の継続調査、それら事実認定の内容に応じ

た厳正な対応の実施を求める指導文書を受領しましたのでお知らせいた

します。 

  

当社といたしましては、本指導を真摯に受け止めるとともに、今後、類

似事案が発生することがないよう、再発防止策の徹底に努めてまいります。 

 

以 上 

 

https://www.kansai-td.co.jp/corporate/information/2025/pdf/20251024_1_01.pdf
https://www.kansai-td.co.jp/corporate/information/2025/pdf/20251121_1_01.pdf

